
 

警察署における財産管理上の問題                                      担当課：警察本部総務部施設課、和泉警察署 

 

事務事業の概要 検出事項 監査の結果 

 

１ 和泉警察署については、署敷地として他の任意団体Ａ（以下「団体Ａ」

という。）が使用する用地込みで、和泉市と無償貸付契約を締結(S44.７.

１)し、その後、和泉市・和泉警察署・団体Ａの３者覚書（S52.11.17）及

び和泉警察署・団体Ａの２者間土地使用貸借契約（S52.11.17）により、団

体Ａが市有地に建物を建設し今に至っている。 

また、団体Ａの水道は、和泉警察署の給水管を利用しており、和泉市へ

の使用料の支払も和泉警察署が団体Ａ分も含めて行い、後日、団体Ａから

徴収している。 

 

２ 門真警察署と住吉警察署については、交通警察官詰所（以下「詰所」と

いう。）設置のため道路敷の占用許可を受けた両警察署が、自ら詰所を建

設せず、当該道路敷に他の任意団体Ｂ及びＣ（以下「団体Ｂ及びＣ」とい

う。）がそれぞれ建設した建物を使用貸借契約し、詰所として無償で借入

れている。 

 

  なお、門真警察署の詰所については、平成26年７月24日に撤去されてい

る。 

 

１ 和泉警察署と団体Ａの用地等について、和泉警察署は、本来団体Ａが和泉

市と行うべき土地貸付契約等の事務を和泉警察署が行うという便宜を供与

している。 

また、水道についても、和泉警察署の給水管を利用させ、かつ、後日、徴

収しているものの、和泉市への使用料の支払を団体Ａ分も含めて和泉警察

署が行うという便宜を供与している。 

 

２ 門真警察署と住吉警察署が、詰所を団体Ｂ及びＣから無償で提供を受ける

という便宜を供与されている。 

また、使用している建物には以下の問題がある。 

・団体Ｂ及びＣは、それぞれ建設に際し、土地の使用権原のない状態で建て

ている。 

・建築基準法第６条では、建築物を建築しようとする場合は、建築主事の確

認を受けなければならないと規定されているが、門真警察署と住吉警察署

が詰所としている建物は、確認を受けた形跡はない。 

・不動産登記法第47条では、新築した建物は１月以内に表題登記しなければ

ならないと規定されているが、門真警察署と住吉警察署が詰所としている

建物は登記されていない。 

 

 

【是正を求めるもの】 

  和泉警察署については、署敷

地として和泉市から借り受け

た土地について、団体Ａが使用

する用地分は、団体Ａと和泉市

とが直接契約するよう検討さ

れたい。 

 水道についても、団体Ａが和

泉警察署の給水管を利用しな

い方法に変更するよう検討さ

れたい。 

また、住吉警察署の詰所につ

いては、建築確認を受けず、登

記もされていない団体Ｃの物

件を使用しているなどの問題

があるので、是正を図られた

い。 

  

 

【建築基準法】 

（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

第６条 建築主は、（中略）建築物を建築しようとする場合においては、

当該工事に着手する前に、（中略）確認の申請書を提出して建築主事

の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 

【不動産登記法】 

（建物の表題登記の申請） 

第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有

権を取得した者は、その所有権の取得の日から１月以内に、表題登記

を申請しなければならない。 

●和泉警察署

●門真警察署

●住吉警察署

貸付契約（S44.7.1）

占用同意（H8.5.1）

占用許可

　　　三者覚書
　　　 （S52.11.17）

土地使用貸借契約（S52.11.17）

団体Ｃ 詰所建設

建物使用貸借契約（H8.5.1）

建物使用貸借契約（S58.5.10）

団体Ｂ 詰所建設

大阪市 警察署 詰所使用

団体Ａ
建物建設
建物使用

大阪府 警察署 詰所使用

和泉市 警察署



 

 

措 置 の 内 容 

 

１ 直接契約の件については、土地所有者である和泉市が、昭和52年の覚書により、自身の土地を団体Ａが使用することについて了解していること、また、和泉市の見解を確認したところ、

現時点で直ちに契約を変更する意思がない旨の回答を得たことから、現契約は変更しないこととした。 

 

２ 水道については、和泉市から給水管が敷設されれば、直接団体Ａに対し給水することは可能であるとの回答を得ているものの、 

 ・当該工事を施工するためには、和泉警察署の敷地を横断する大規模な工事が必要で、住民、署員、車両の通行制限や駐車スペースの減少等、警察業務に多大な支障が生じること 

 ・使用料の徴収については、他の使用料の徴収と併せて行っているものであり、現行の方法でも警察業務への負担が極めて少ないこと 

 ・団体Ａに直接給水管を敷設するには、約250万円という高額な費用が必要となること 

 等を総合的に勘案し、団体Ａが直接給水管を敷設して、和泉警察署の給水管を利用しない方法に変更することは適当でないと判断した。 

 

３ 住吉警察署の詰所については、平成27年２月６日に当該建物を撤去した。 



 

公有財産台帳への登録誤り 

 

対象受検機関 検出事項 監査の結果 措置の内容 

 

守口警察署 

警察本部総務部 

施設課 

 

    

守口警察署の守口駅前交番に設置されている自転車等

盗難防止柵が、公有財産台帳に工作物としてではなく、

建物に含んだ形で登録されていたため、実態と公有財産

台帳の登録内容が合致せず、新公会計制度の貸借対照表

上の建物及び工作物の計上額が正確でなかった。 

【是正を求めるもの】 

公有財産台帳への登録が、適正に行われていなかったのは問題

である。 

署においては、本件以外には登録されていない工作物がないこ

とを確認するとともに、公有財産台帳の重要性について周知徹底

を図り、適正な事務処理を行われたい。 

警察本部施設課においては、公有財産台帳等管理システムへの

修正登録を行い、貸借対照表に反映させるなど必要な措置を講じ

られたい。 

 

 

【大阪府公有財産規則】 

（公有財産台帳） 

第15条  

２ 部局長等は、その所管する公有財産について、知事が

別に定めるところにより公有財産台帳を備えなければ

ならない。 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（台帳の登録単位） 

第３条 前条に規定する財産の台帳登録にあたっては、施

設単位で作成するものとし、その施設を構成している土

地、建物、工作物などについて、次の各号に掲げる単位

ごとに登録を行う。 

(1) 略 

(2) 建物 

棟を一の単位とする。 

(3) 工作物 

それぞれの種目を一の単位とする。 

 

 

１ 確認した結果、本件以外に財産として登

載すべき工作物はなかった。 

 

２ 署内各課長等が出席する幹部会議にお

いて、公有財産の根拠、重要性等を十分

説明し、周知徹底を図った。 

 

３ 本件については、工作物として公有財産

台帳等管理システムへの修正登録等必要

な措置を講じた。 



 

有料通行カード利用に伴うポイントサービスの未利用 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

 

警察本部総務部 

会計課 

  

 大阪府警察本部各課及び各警察署等においては、高速道路

を通行する際に、法人用のＥＴＣスルーカードＮを利用して

いるが（平成25年度 約2,350万円執行）、通行料金の支払

額に応じてポイントが貯まり、ポイントを還元額と交換でき

る「ＥＴＣマイレージサービス」の登録を行っていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改善を求めるもの（意見）】 

ＥＴＣマイレージサービスによる還元額は無料通行分

として使用できるうえ、登録は無料であり、年会費も不要

であるため、同サービスの登録を行うことによる経済的効

果は高い。 

経済性の観点から、同サービスによるポイント付加が見

込まれる高速道路の利用実態に合わせて、同サービスへの

登録を行うことを検討されたい。 

 

 

 各所属毎の「ＥＴＣスルーカードＮ」の枚数、

高速道路の利用実態、公用車へのＥＴＣ車載器の

搭載状況等を総合的に勘案し、経済効果が見込ま

れるＥＴＣ車載器の搭載車両を有する所属につ

いて、ＥＴＣマイレージサービスの登録を実施す

ることとした。 

(例) 西日本高速道路株式会社の道路を利用の場合、

１回の利用毎、10 円につき１ポイントが付与され

る。（ただし、カード毎にポイント付与され、付

与されたポイントは複数のカードで合算できな

い。） 

ポイントの交換単位 還元額（無料通行分） 

1,000ポイント 500円分 

3,000ポイント 2,500円分 

5,000ポイント 5,000円分 

 

警察本部においては、以下の理由により利用には至っ

ていない。 

・高速道路利用の大部分を占める阪神高速道路（阪神

圏）がサービス対象外であること 

・所属によってはインターネット環境が整っておら

ず、同サービスへの登録・利用状況確認等が円滑に

行えないこと 

・本部各課及び各署において多数のカードを利用して

おり、ポイントが分散されるため一概に経済的効果

が高いとは言えないこと 


